
　60歳未満の人で、自身や配偶者（夫または妻）が会社を退職した時には国民年金加入の届け出が必要です。国民
年金への加入の届け出を忘れると、年金を受けられない場合や、将来に受給できる年金額が少なくなる事があり
ますので、必ず届け出をしてください。

　教育現場における先生、学生の保護者や障害者就労支援機関の支援者などを対象に、発達障害の専門医が「就職
につまずかないために知っておきたいこと」をキーワードに講演します。

年金加入の手続きはお済みですか？

「発達障害者支援セミナー」を開催します！

こんなとき どうする 届け出先

会社を退職したとき
国民年金加入の届け出をする

（扶養されている配偶者も同様） 町役場

配偶者の扶養からはずれたとき 国民年金加入の届け出をする 町役場
結婚や退職などで配偶者の
扶養になったとき

配偶者の扶養につく届け出をする
配偶者の勤務先

扶養についている配偶者が
会社を変わったとき 配偶者の新しい勤務先

海外に居住するとき
任意加入の届け出をする

国内に協力者がいる
→町役場
国内に協力者がいない
→大垣年金事務所

国民年金をやめる届け出をする 町役場

海外から転入したとき
（厚生・共済年金加入者を除く） 国民年金加入の届け出をする

町役場
（配偶者の扶養につく場合は

配偶者の勤務先）

　町役場での届け出では個人番号（または基礎年金番号）、年金・健康保険資格喪失証明書または離職票が必要です。
ご不明な点などがある場合は、事前に届け出先に確認してください。
　また、年金と健康保険は別の制度です。60歳未満の人であれば、会社の健康保険に任意継続する場合でも国民年
金の届け出が必要ですので、必ず行ってください。

８月７日（木）14時～ 16時
岐阜県図書館　多目的ホール（岐阜市宇佐４丁目２－１）
無料（定員200人）
精神科医　井川典克氏
７月９日（水）までに右記ＱＲコードを読み取り、必要事項記載のうえ、申し込みしてください。
ご不明な点などございましたら下記問い合わせ先あてご連絡ください。

日　　時：
場　　所：
参 加 費：
講　　師：
参加方法：

内科・消化器内科・小児科 耳鼻いんこう科

8:45～11:30まで受付
１５：００～1８：０0まで受付
※2025年４月1日から

耳鼻いんこう科の診療日が変わりました。

月・火・木・金・土

月

火・金・土

火・土午後診

午前診

夕診
15:00～18:00まで受付
16:30～18:00まで受付
13:30～15:00まで受付
8:45～11:30まで受付

小児科内科 消化器内科 耳鼻いんこう科鎮静下の内視鏡検査(胃カメラ）可眠った状態で受けられます

養老町飯ノ木337ｰ1養老町オンデマンドバス
バス停 養西診療所

養老ICから
車で５分

養老駅から
車で10分

月・火・木・金・土
午前診

午後診

よう せい

女性医師

発達障害者支援セミナー
申し込みフォーム
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